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(2) 

特
集
「
公
氏
伎
の
直
面
す
る
謙
題」

表
代
す
る
白
絡
体
情
勢
の

下
で

地
方
行
・

財
政
改
革 、

地
方
分
権
の
流
れ
を
受
け
て 、

へ

舵
を
と
る
制
度
改
革
が
全
国
で
す
す
ん
で
い
ま
す 。

今
回
の
特
集
は 、

財
政
不
安
を
抱
え 、

人
件
費
削
減
と

公
共
施
設
の
維
持
コ

ス
ト

抑
制
等
を
検
討
し
て
い
る
南
足
柄
市
と 、

県
内
で
唯
一

の
町
村
合
併
が
行

な
わ
れ
た 、

相
模
原
市
(
旧
津
久
井
郡

津
久
井
町 、

相
模
湖
町 、

城
山
町 、

藤
野
町)

の
公
民
館
体
制
の
整
備
(
統
一
)

に
つ
い
て
で
す 。

ま
と
め
は 、

元
相
模
原
市
の
公
民
館
職
員
で 、

現
在
は
北
海
道
で
自
治
と
ま

ち 。
つ
く
り
に
取
組
む 、

北
海
学
園
大
学
教
授
の
内
田
和
浩
さ
ん
に 、

行
・

財
政

改
革
が
す
す
む
自
治
体
で 、

公
民
館
に
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
に
か

を
お
聞
き
し
ま
し
た 。

南
足
柄
市
に

お
け
る
行
政
改
革
と

公
民

館
に
つ

い
て 、

「

行

政
改
革

見

直
し

検
討
報
告
書
」

及
び
「
行
革
報

告
第
1

号
1

第
4

号
」

ま
で
の

公
民

館
部
分
に
つ
い
て

要
約
の

要
約
を
掲

載
し
ま
し
た 。

詳
細
は

南
足
柄
市
の
ホ
!

ム
ペ

ー

ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い

。

平
成
二
十
一

年
九

月
に
出
さ
れ
た
平

成
二
十
一

年
度
市
政
懇
談
会
資
料
よ
り

『
平
成
二
十
二

年
度 、

二
十
三

年
度

に
向
け
た
南
足
柄
市
の
行
政
改
革
に
つ

い
て
(
行
政
改
革
見
直
し
検
討
報
告

書)
』

H
「

公
共
施
設
の
統
廃
合 、

人

件
費
の
削
減
等
一

O
検
討
項
目
に
つ
い

て
の
検
討
結
果
は 、

三
館
有
る
地
域
公

民
館
の
内 、

中
部
公
民
館
を
基
幹
公
民

「
小
さ
な
自
治
体」

館
と
し
て
存
続
し 、

福
沢
・

岡
本
公
民

館
は
閉
館 。
(
閉
館
後
の
民
間
利
用
に

つ
い
て
検
討)

使
用
料
の
見
直
し 。

」

平
成
二
十
一

年
十
一

月
十
五
日 、
『
行

革
報
告
第
1
号

南
足
柄
市
の
行
政
改
革

に
対
す
る
市
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
に

つ
い
て
』
H
「
市
民
の
皆
様
か
ら
ご
意
見・

ご
提
案
が
多
か
っ
た
事
項
(
平
成
二
十
一

年
一

O
月
三
十
日
現
在
)
・

公
民
館
は 、

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
維
持
管

理
の
検
討
を
し
て
ほ
し
い 。」

平
成
二

十
一

年
十
二

月
十
五

日 、

『
行
革
報
告
第
2
号

南
足
柄
市
の
行

政
改
革
に
対
す
る
市
民
の
皆
様
か
ら
の

ご
意
見
・

ご
提
案
に
つ
い
て
』

H
「

公

民
館
に
つ
い
て
新
た
に
公
民
館
利
用
者

そ
の
他
知
識
経
験
者
で
構
成
す
る
公
民

館
在
り
方
検
討
委
員
会
を
設
置
し 、

公

民
館
の
閉
館
の
有
無 、

開
館
を
続
け
た

場
合
の

年
間
維
持
管
理
費
の
削
減
策 、

増
収
策
に
つ
い
て
検
討
し 、

提
言
を
頂

く
よ
う
考
え
て
お
り
ま
す 。
」

平
成
二
十
二

年
三

月
一

日
『
行
革
報

告

第
3
号

南
足
柄
市
の
行
政
改
革

の
進
行
状
況
』

H
「
市
で
は 、

厳
し
い

財
政
状
況
に
対
応
す
る
た
め 、

行
政
改

革
の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す 。
今
回
は 、

人
件
費
の
見
直
し
を
始
め 、

行
政
改
革

の
進
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す 。

な

お 、

八
月
を
め
ど
に
新
し
い
行
政
改
革

案
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す 。

検
討
経
過
に
つ
い
て
は 、

順
次

皆
様
に
報
告
し
て
ま
い
り
ま
す 。
」

こ
の
結
果 、
「

公
民
館
在
り
方
検
討

委
員
会」

が
ス
タ
ー
ト 。

公
民
館
に
つ

い
て
は
新
た
に
市
民、

利
用
者
そ
の
他

知
識
経
験
者
で
構
成
す
る
在
り
方
検
討

委
員
会
を
設
置
し 、

休
館
・

閉
館
の
有

無 、

開
館
を
続
け
た
場
合
の

年
間
維
持

管
理
費
の
削
減
策 、

増
収
策
等
に
つ
い

て
の
検
討
を
始
め
ま
し
た 。
一

月
に
第

1
回
目
の
会
議
を
開
催
し 、

す
で
に
二

回
の
議
論
を
す
す
め
て
い
ま
す 。

四
月

を
め
ど
に
提
言
が
で
き
る
よ
う

議
論
を

進
め
て
い
ま
す 。

平
成
二
十
二

年
五
月
十
一

日
『
行
革

報
告

第
4
号
』

リ
「

公
民
館
在
り
方

検
討
委
員
会
か
ら
検
討
結
果
が
報
告
さ

れ
ま
し
た 。

そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し

司l
都市の
発
展と

J

一

新た
なコ
ミュ
ニ
ティづ
くり
一

-

摩
天
楼
の
下 、

東
海
道
新
幹
線
と


一

成
田
エ
ク
ス
プ
レ
ス
が
交
差
す
る 。

一

周

こ
こ
は
川
崎
市
の
中
央
に
位
置
す


一

る
中
原
区
の
横
須
賀
線
武
蔵
小
杉
駅
一

-

周
辺 。

今
年
の
三
月
に
新
駅
が
開
業
四

一
し 、

南
武
線
と
合
わ
せ
一

躍
交
通
の一

一

拠
点
と
な
っ
た 。

周
辺
地
域
は
江
戸
一

ん

時
代
に
中
原
街
道
の
要
衝
と
し
て
栄
ト

一

え
た
場
所
だ 。

巨
大
ピ
ル
群
は
高
層
一

一

マ
ン
シ
ョ
ン
で 、

中
に
は
中
原
市
民
ι

一

館
も
設
置
さ
れ
て
い
る 。

一

-

快
適
性 、

利
便
性 、

景
観
の
よ
さ


一

で 、
「
日
本
一

住
み
た
い
ま
ち
と
」
一

-

の
評
判
を
博
し 、

今
後 、

地
域
全
体


一

で
約
二
万
人
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
一

-

い
る 。

-

一

当
初
こ
の
開
発
で
は
シ
ニ
ア
層
の
一

一

増
加
が
予
想
さ
れ
た
が 、

実
際
は
一

一

三
十
歳
1

四
十
歳
代
の
若
い
世
代
を
一

一

中
心
と
し
た
人
口
の

流
入
と
な
っ

一

-

た 。

-

一

急
激
な
人
口
集
中
と
ま
ち ゃ
つ
く
り

一

-

の
進
展
に
よ
り 、

行
政
サ
ー
ビ
ス
機


一

能
の
充
実 、

保
育
園 、

学
校
の
児
童
一

-

生
徒
の
受
け
入
れ 、

さ
ら
に
は 、

若
田

一

い
世
代
に
む
け
た
子
育
て
し
や
す
い
一

一

環
境 ゃ
つ

く
り
等
が
急
務
の

課
題
と

一

←

な
っ
て
い
る 。

同
時
に 、

新
た
な
住
←

一

民
を
巻
込
ん
だ
ま
ち ゃ
つ
く
り
を
行
っ

一

-

て
い
こ
う
と
市
民
団
体
や
N
P
O
法
一

一

人
等
の
活
動
も
活
発
化
し
て
い
る 。

一

-

今
後
こ
の
地
区
は 、

行
政
と
市
民


一

が
一

体
と
な
っ
た
様
々
な
活
動
を
と

一

-

お
し
て
新
た
な
ま
ち
へ

と
変
貌
す


一
る 。
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ま
す 。

今
後 、

こ
の
報
告
を
基
に 、

さ

ら
に
行
政
で
検
討
す
る
と
と
も
に 、

市

民
の
代
表
か
ら
な
る
行
政
改
革
推
進
委

員
会
で
も
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す 。

検
討
し
た
最
終
結
果
は 、

議
会
で

審
議
さ
れ
ま
す 。
」

そ
の
内
容
は 、

・
「

福
沢
公
民
館
は 、

新
た
に
(
仮
称)

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
と
し
て
開
館
を
継
続」

。
「
岡
本

公
民
館
は 、

閉
館。

た
だ
し 、

閉
館
す

る
環
境
が
整
う
ま
で
の
聞
は 、
(
仮
称)

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
開
館

を
維
持」

①
業
務
は
貸
館
の
み 。

職
員

は
再
任
用
職
員
等
で
対
応 。

②
使
用
料

の
値
上
げ
を
検
討 。
」
と
い
う
も
の
で
す 。

こ

れ

ま

で

町

に
一

つ

の

独

立

館

だ
っ

た
公
民
館
が、

合
併
で
相
模
原
市

立
公
民
館
の
ひ
と
つ
と
し
て 、

お
な
じ

体
制
に
衣
替
え
を
し
ま
し
た 。

城
山
町

公
民
館
の

職
員
や
公
運
審
の

受
け
止

め
方
は
ど
う
だ
つ
た
の
で
し
ょ
う
か 。

旧
城
山
町
は 、

平
成
十
九

年
三
月

十
一

日
に
相
模
原
市
と
合
併
し 、

そ
の

後 、

平
成
二
十

年
四

月
に
城
山
公
民
館

が
独
立
し
ま
し
た 。

城
山
公
民
館
は 、

昭
和
五
十
五

年
に

四
階
建
て
の
複
合
施
設
と
し
て
建
設
さ

れ 、

一

階
は
役
場
庁
舎 、

二
階
か
ら
上

の
部
分
が
公
民
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て

き
ま
し
た 。

建
物
全
体
の

名
称
が
「
町
民
セ
ン

タ
ー」

と
し
て
長

年
親
し
ま
れ
て
き
た

(3) 

こ
と
も
あ
り 、

公
民
館
と
し
て
独
立
直

後
は 、

場
所
の
認
知
度
が
低
く 、

町
民

セ
ン
タ
ー
と
し
て
案
内
し
た
ほ
う
が
す

ぐ
に
わ
か
る
状
況
で
し
た
が 、

い
ろ
ん

な
場
面
で
周
知
を
図
っ
て
き
た
こ
と
に

よ
り 、

平
成
二
十
一

年
度
後
半
に
公
民

館
振
興
計
画
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
実
施

し
た
地
域
住
民
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査

で
は
九
割
以
上
の
方
が
「
知
っ
て
い
る」

と
答
え
て
い
ま
す 。

職
員
体
制
で
は 、

平
成
二
十

年
度
ま

で
は
城
山
教
育
課
長
が
公
民
館
長
を
兼

務
し 、

課
内
に
公
民
館
担
当
職
員
を
置

い
て
い
ま
し
た
が 、

独
立
後
は
旧
市
域

の
公
民
館
と
同
様
に
非
常
勤
特
別
職
の

館
長
及
び
活
動
推
進
員 、

常
勤
の
館
長

代
理 、

非
常
勤
の
公
民
館
ス
タ
ッ
フ 、

図
書
室
職
員
を
加
え
た
体
制
に
な
り
ま

し
た 。ま

た 、

組
織
と
し
て
合
併
前
ま
で
は

公
民
館
運
営
審
議
会
を
置
い
て
い
ま
し

た
が 、

合
併
後 、

平
成
十
九

年
十
月
に

「
公
民
館
に
お
け
る
各
種
事
業
の
企
画

実
施
や
公
民
館
の
運
営
に
つ
い
て
協
議

し 、

推
進
す
る」

機
関
と
し
て 、

公
民

館
運
営
協
議
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た 。

公
民
館
活
動
で
は 、

旧
市
域
の
公
民

館
に
は
体
育
部 、

文
化
部 、

青
少

年
部 、

広
報
部
等
の
「
専
門
部」

と
呼
ば
れ
る

組
織
が
公
民
館
活
動
の
中
核
を
担
っ
て

お
り 、

公
民
館
に
関
す
る
議
論
は
「
専

門
部
(
の
活
動)

が
あ
る
こ
と」

が
前

提
と
な
っ
て
い
ま
す 。

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て 、

城
山
公

民
館
に
は
専
門
部
的
な
組
織
も
な
く 、

こ
れ
ま
で
住
民
参
画
の
事
業
が
あ
ま
り

な
い
中 、
基
本
的
に
は
「
貸
館」

と
「

行

政
主
導
の
学
習
機
会
の
提
供」

を
中
心

と
し
た
事
業
展
開
を
行
っ

て
き
ま
し

た 。
言
い
換
え
る
と
「
住
民
主
体
の
公
民

館
活
動」

が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら 、

旧
市
域
の
公
民
館
と
同
じ
よ

う
に
「
住
民
主
体
の
公
民
館
活
動
を
よ

り
一

層
推
進
し
て
い
く
た
め」

の
公
民

館
振
興
計
画
策
定
を
進
め
る
こ
と
は
難

し
い
状
況
に
あ
り
ま
し
た 。

独
立
当
時
の
城
山
公
民
館
の
課
題
の

一

つ
で
あ
っ

た
事
業
の
整
理
に
つ
い

て 、

城
山
教
育
課
が
行
っ
て
い
る
体
育

や
文
化
事
業
等
を
含
め 、

既
存
の
ベ

ー

ス
の
事
業
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か

と
い
う
こ
と
が
当
面
の
重
要
課
題
で
あ

り 、

整
理
し
た
う
え
で 、

全
て
の
活
動

を
点
検
し
ま
し
た 。

点
検
の
視
点
は 、

①
住
民
本
位
(
住

民
主
体)

で
行
わ
れ
て
い
る
か 。

②
公

民
館
の
活
動
ら
し
い
内
容
に
な
っ
て
い

る
か 。

こ
の
二
点
が
ク
リ
ア
で
き
る
見

込
み
が
な
い
事
業
は 、

現
在
の
公
民
館

を
取
り

巻
く
状
況
を
考
え
る
と
「

継
続

す
る
意
味
が
な
い
」

と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
く 、
少
な
く
と
も
今
後
数

年
は 、

主
催
事
業
は
「
企
画
段
階
か
ら
住
民
に

参
加
し
て
も
ら
う」
「
職
員
主
導
の
場

合
は
サ
ー

ク
ル
化
等
の
継
続
学
習
の
展

開
を
見
据
え
る」

こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
考
え 、

平
成
二
十
一

年
度
に
は
事
業

の
大
幅
な
見
直
し
を
行
い
ま
し
た 。

城
山
公
民
館
も
独
立
し
て
三

年
目
を

迎
え 、

公
民
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る

広
報
委
員
会
も
設
置
さ
れ 、

公
民
館
報

や
ホ
l

ム
。へ

!
ジ
の
作
成
に
携
わ
っ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す 。

ま
た 、

公
民
館
運
営
協
議
会
が
中
心

と
な
り 、

平
成
二
十
二

年
度
末
を
策
定

目
標
に
公
民
館
振
興
計
画
づ

く
り
が

着
々
と
進
ん
で
い
ま
す 。

財
政
的

な

向
か
い

風
の

中
で

も 、

「

必
要

だ
。

」

と

言
わ

れ

る

実

践
が

必
要
(
メ

ー
ル
で
聞
く)

O
南
足
柄 、

相
模
原 、

性
格
が
違
う

公

民
館
の
変
化
で
す
が 、

全
国
的
に
は
数

多
く
の
同
様
な
動
き
が
あ
る
と
思
い
ま

す 。

ど
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
れ
ま
し

た
か
?

。
南
足
柄
に
つ
い
て
は 、
「
夕
張
み
た

い
だ
!」

と
思
い
ま
し
た 。

北
海
道
夕

張
市
は
二
O
O
七

年
度
か
ら
財
政
再
建

団
体
(
現
在
は 、

財
政
再
生
団
体)

と

な
り 、

公
民
館・
図
書
館
は
廃
止
さ
れ 、

十
校
程
あ
っ
た
小
中
学
校
も
今

年
度
か

ら
小
学
校
一

校
・

中
学
校
一

校
に
統
廃

合
さ
れ
て
い
ま
す 。

も
ち
ろ
ん 、

こ
れ

は
特
殊
な
事
例
と
い
え
ま
す 。
し
か
し 、
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(4) 

同
じ
北
海
道
の
赤
平
市
で
は
「
第
二
の

夕
張
に
な
る
な
!」

と
強
硬
な
行
財
政

改
革
が
行
わ
れ 、

二
O
O
七
年
度
か
ら

赤
平
市
公
民
館
は
「
廃
止
」

と
な
り 、

五
人
い
た
社
会
教
育
課
の
職
員
は
課
が

廃
止
と
な
り 、

二
人
に
な
り
ま
し
た 。

一

方 、

城
山
(
相
模
原)

の
状
況
を

見
た
時
は 、

旧
相
模
原
市
の
制
度
と
同

じ
体
制
と
な
り 、

こ
れ
か
ら
城
山
公
民

館
と
し
て
の
新
し
い
動
き
が
始
ま
っ
て

い
く 、

と
感
じ
ま
し
た 。

た
だ 、

こ
れ

ま
で
の
公
民
館
の
歴
史
と
地
域
の
中
で

培
っ

て
き
た
文
化
(
「

公
民
館
文
化」

と
で
も
呼
ぶ
も
の
で
旧
・

相
模
原
市
は

独
特)

が
か
な
り

違
っ

て
い
る
の
で 、

な
か
な
か
大
変
だ
と
思
い
ま
す

O
南
足
柄
の
経
過
で
は 、

市
の
「
財
政

再
建
計
画」

を
上
回
る
法
人
市
民
税
の

落
ち
込
み
か
ら 、

公
共
施
設
の
ひ
と
つ

と
し
て
「

公
民
館
」

が
整
理
・

縮
小
の

対
象
と
な
り
ま
し
た 。

使
用
料
徴
収
に

よ
る
受
益
者
負
担
は 、

県
内
で
も
す
で

に
市
部
で
す
す
ん
で
い
ま
す 。

経
済
的

な
社
会
状
況
を
背
景
に
し
て 、

公
教
育

の
機
関
と
し
て
公
民
館
を
維
持
す
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ま
す
が
?

。「
公
教
育
の
機
関
と
し
て
の
公
民
館」

と
言
わ
れ
ま
し
た
が 、

そ
の
こ
と
が
ど

れ
ほ
ど
六
十
年
の
公
民
館
の
歴
史
の
中

で 、

地
域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
自
治
体
関

係
者
の
中
で
共
有
さ
れ
て
き
た
で
し
ょ

う
か
?
南
足
柄
の
公
民
館
事
業
の
昨
年

度
の
結
果
報
告
を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た

が 、

公
民
館
事
業
と
し
て
こ
れ
で
い
い

の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
ま
し
た 。

私
は 、

大
学
で
の
社
会
教
育
主
事
課

程
等
の
講
義
の
中
で
「
社
会
教
育
と
し

て
の
公
民
館
事
業
は 、

他
部
局
で
行
う

事
業
(
O
O
講
座
や
O
O
教
室)

と
同

じ
で
あ
る
は
ず
が
な
い
!」

と
い
つ
も

話
し
て
い
ま
す 。
正
に
そ
の
違
い
が
「
教

育」

と
い
う
営
み
な
の
で
す 。
「
自
ら

の
意
思
を
持
っ
て
継
続
的
に
事
業
の
運

営
を
行
う

機
関」

と
し
て
の
教
育
機
関

で
あ
る
公
民
館
が
行
う
事
業
で
は 、

学

習
形
態
が
異
な
る
事
業
(
「
つ
ど
い
」
「
教

室」
「
学
級」
「
講
座」
「
研
究
集
会」

等)

を
「
学
習
の
構
造
化」

と
い
う

視
点
に

た
っ
て 、

継
続
的
系
統
的
に
積
み
上
げ

て
実
施
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん 。

そ
の
際 、
「
グ
ル
ー

プ
・

サ
ー

ク

ル
活
動」

と
の
連
携
が
最
も
重
要
と
な

り
ま
す 。

「
学
習
の
構
造
化」

の
視
点
に
立
っ

て
公
民
館
事
業
を
考
え
る
な
ら 、
「
グ

ル
ー

プ
・

サ
ー

ク
ル
活
動」

を
単
な
る

貸
館
と
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
の
で

す 。O
旧
城
山
町
で
は 、

相
模
原
市
と
の
合

併
で 、

全
市
域
を
対
象
に 、

社
会
教
育

的
な
施
策
で
行
な
わ
れ
て
き
た
事
業

や 、

職
員
体
制
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い

ま
す 。

反
面 、

公
民
館
運
営
審
議
会
が

廃
止
さ
れ 、

公
民
館
運
営
協
議
会
を
置

い
て
代
替
機
能
を
持
た
せ
て
い
ま
す

が 、

利
用
者
や
住
民
の
理
解
や
反
応
が

見
え
ま
せ
ん 。

〈〉
旧
相
模
原
市
で
は 、

初
期
公
民
館
時

代
か
ら 、

住
民
主
体
の
公
民
館
活
動
が

行
わ
れ
て
き
ま
し
た 。

実
際
に
公
民
館

条
例
が
創
ら
れ
た
の
は
一

九
四
九
年
十

月
で
す
の
で 、

社
会
教
育
法
に
基
づ
く

公
民
館
だ
っ
た
わ
け
で
す
が 、

考
え
方

は
「
寺
中
構
想」

を
引
き
継
い
で
い
ま

し
た
の
で 、

公
民
館
運
営
審
議
会
は
当

初
よ
り

審
議
機
関
に
留
ま
ら
ず 、

実
行

部
隊
で
あ
る
専
門
部
会
の
部
員
が
全
員

兼
ね
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す 。

そ
の
後 、

施
設
や
制
度
が
整
備
さ
れ

て
い
く
過
程
で
人
数
も
二
十
五
人
以
下

と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
が 、

当
初
は
百

人
以
上
の
公
運
審
委
員
が
い
た
公
民
館

が
あ
る
と
い
い
ま
す 。

そ
ん
な
中
で 、

二
O
O
三
年
に
公
民

館
改
革
の
一

環
と
し
て
「

公
民
館
運
営

協
議
会」

と
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す

の
で 、

実
質
的
に
は
旧
相
模
原
市
に
お

け
る
公
運
審
の
役
割
は
変
わ
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か 、

と
私
は
考
え
て
お

り
ま
し
た 。

し
た
が
っ
て 、

逆
に
旧
城

山
町
に
お
い
て 、

そ
れ
ま
で
公
運
審
は

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の

か
?
そ
し
て 、
「

公
民
館
運
営
協
議
会」

と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て 、

具
体
的
に

ど
ん
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
?
を
問
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す 。

そ

の
こ
と
は 、

今
後
城
山
公
民
館
が
「
住

民
主
体」

の
公
民
館
活
動
を
展
望
し
て

い
く
上
で 、
「
専
門
部」

を
新
た
に
創

出
し
て
い
く
の
が
良
い
の
か 、

ま
た
別

の
方
法
が
良
い
の
か 、

議
論
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す 。

O
最
後
に
一

言

。
先
の
赤
平
市
で
は 、

公
民
館
の
廃
止

直
前
に
指
定
管
理
者
だ
っ
た
N
P
O
法

人
が 、

市
民
か
ら
の
強
い
存
続
要
求
に

応
え
る
た
め 、

旧
銀
行
施
設
の
無
償
貸

与
を
受
け 、

民
間
の
「
ま
ち
な
か
公
民

館」

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
ま
す 。

維
持
管
理
・

運
営
は 、

N
P
O
法
人

の
会
費
や
市
民
か
ら
の
寄
付 、

事
業
費

収
入
で
あ
り 、

赤
平
市
教
委
も
公
民
館

事
業
費
三
十
万
円
を
支
出
し
て
い
ま

す 。

財
政
難
で
あ
っ
て
も 、

こ
の
よ
う

な
公
民
館
の
必
要
性
へ

の
理
解
が
地
域

住
民
・

自
治
体
行
政
全
体
に
あ
る
こ
と

が 、

今
正
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す 。

O
あ
り
が
と

う
ご

ざ
い

ま
し
た 。

内
田
和
浩
(
う
ち
だ
か
ず
ひ
ろ)

氏

相
模
原
市
立
橋
本
公
民
館
・

麻
溝
公
民

館
勤
務
(
一

九
八
三
年
1

一

九
九
一

年)

を
経
て 、

北
海
道
大
学
大
学
院
で
社
会

教
育
学
を
専
攻 。

博
士
(

教
育
学
)

。

現
在
は
北
海
学
閤
大
学
教
授 。

北
海
道

社
会
教
育
委
員
の
会
議
議
長 、

北
海
道

地
域
づ
く
り
ア
ド

バ
イ
ザ
ー 。
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，p、

平
成
二
十
二
年
度

千戸

神
奈
川
県
公
民
館
連
絡
協
議
会
総
会
報
告

総
会
は、

五
月
二
十
一

日
(
金
曜)

川
崎
市
高
津
市
民

館
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た。

出
席
者
は
五
十
七
名

(
委
任
状
二
十
三
名)

で
し
た。

渋
谷
副
会
長
の
開
会
の
辞
に
続
き 、

京
会
長
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た 。

ご
祝

辞
は
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
教
育
局
生

涯
学
習
部
生
涯
学
習
課
長
福
寿
様 、

川

崎
市
宮
前
区
役
所
区
民
協
働
推
進
部
担

当
部
長
宮
前
市
民
館
館
長
岩
瀬
様
の
お

二
人
よ
り

頂
戴
し
ま
し
た 。

議
長
は
川
崎
市
中
原
区
役
所
区
民
協

働
推
進
部
担
当
部
長
中
原
市
民
館
館
長

植
村
さ
ん
で
し
た 。

議
題
で
は 、

平
成
二
十
一

年
度
の
事

業
及
び
収
支
決
算
が
報
告
さ
れ 、

承
認

さ
れ
ま
し
た 。

さ
ら
に 、

分
担
金
徴
収

要
領 、
特
別
会
計
規
程 、
理
事
の
会
務
分

担
に
関
す
る
事
項 、

表
彰
規
程
が
一

部

改
正
さ
れ 、

平
成
二
十
二
年
度
の
事
業

計
画
案 、
予
算
案
も
承
認
さ
れ
ま
し
た 。

改
正
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す 。

分
担
金
徴
収
要
領
で
は 、

県
負
担
金

の
二
十
パ
ー

セ
ン
ト

減
額
に
伴
い 、

各

市
町
村
負
担
金
に
つ
い
て
も
同
率
の
削

減
に
な
り
ま
し
た 。

特
別
会
計
規
程
で
は 、

全
国
公
民
館

連
合
会
交
付
金
を
特
別
会
計
か
ら
一

般

(5) 

会
計
の
財
源
に
移
行
し 、

特
別
会
計
の

財
源
は 、

各
種
積
立
金
そ
の
他
を
も
っ

て
充
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た 。

理
事
の
会
務
分
担
に
関
す
る
事
項
で

は 、

専
門
活
動
が
必
要
と
な
っ

た
時
に

会
務
を
効
率
的
に
行
う
た
め 、

会
長
が

専
門
部
を
設
置
し 、

専
門
部
員
を
選
任

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た 。

ま
た 、

部
会
の
組
織
編
成
上 、

部
の
名
称
を
改

正
し
ま
し
た 。
「

館
長
部」

は
館
長
及

び
市
町
村
教
育
委
員
会
等
公
民
館
主
管

課
の
課
長
等
責
任
者
が
公
民
館
経
営
を

学
ぶ
と
い
う

視
点
に
重
点
を
置
き 、
「

公

民
館
経
営
部」
と
し
ま
し
た 。
「
主
事
部」

は
主
事
が
減
少
し
組
織
編
成
に
支
障
が

出
て
い
る
た
め
研
修
部
門
を
担
当
す
る

「
研
修
部」

と
し
ま
し
た 。

表
彰
規
程
で
は 、

公
民
館
と
同
様
な

目
的
を
果
た
し
て
い
る
公
民
館
類
似
施

設
を
表
彰
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た 。

ま
た 、

職
員
功
績
表
彰
要
件

を
会
長 、

副
会
長 、

常
任
理
事
職
を
通

算
し
て
六
年
以
上
か
ら
お
お
む
ね
三
年

以
上
勤
め
た
者
に
改
正
し
ま
し
た 。

今
年
度
の
年
間
活
動
テ
1

マ
は
昨
年

度
に
引
き
続
き 、

主
題
を
「

公
民
館
の

連
携
が
つ
く
る
新
た
な
地
域
社
会」

と

し
て 、

副
題
が
「
社
会
教
育
が
拓
く

ひ
と
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り」

と
し
ま

し
た 。

さ
ら
に 、

今
年
度
か
ら
活
動
方

針
を
総
会
資
料
に
明
記
し
ま
し
た 。

活
動
方
針
の
も
と 、

総
務
部
会、

広

報
部
会、

公
民
館
経
営
部
会、

研
修
部

会、

大
会
部
会
を
中
心
と
し
て
今
年
度

の
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す 。

公
民
館
関
係
事
業
に
つ
い
て
は 、

公

民
館
館
長
等
研
修
会
は
藤
沢
市
立
湘
南

台
公
民
館
に
お
い
て
平
成
二
十
二
年
八

月
二
十
五
日
(
水)

に 、

館
長
・

公
民

館
運
営
審
議
会
委
員
等
研
修
会
は
厚
木

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
5
階
ヤ
ン
グ
コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
十
一

月

二
十
五
日
(
木)

に 、

神
奈
川
県
公
民

館
大
会
は
秦
野
市
文
化
会
館
に
お
い
て

平
成
二
十
三
年
一

月
二
十
八
日
(
金)

に
開
催
さ
れ
ま
す 。

な
お 、

昨
年
度
に
引
き
続
き
神
崎
節

生
氏
が 、

京
会
長
よ
り

顧
問
に
委
嘱
さ

れ
ま
し
た 。

二
十
二
年
度
の
役
員
が
承
認
さ
れ
ま

し
た
の
で
紹
介
い
た
し
ま
す 。

(
部
会
は
部
会
長
及
び
副
部
会
長
の
み

掲
載
・

敬
称
略)

会

長

京

利
幸

(
学
識
経
験
者)

副
会
長

栗
原

旭

(
秦
野
市
立
東
公
民
館
館
長)

H

渋
谷

正

(
相
模
原
市
立
上
鶴
間
公
民
館
館
長)

H

木
下

敬
之

(
厚
木
市
立
陸
合
南
公
民
館
館
長)

監

事

米
山

明
夫

(
茅
ヶ
崎
市
立
鶴
嶺
公
民
館
館
長)

H

小
野

英
敏

(
箱
根
町
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

館
長)

顧
問
神崎
節生

(
学
識
経
験
者)

総
務
部
会
長

豊
岡

裕
一

郎

(
川
崎
市
幸
市
民
館
館
長)

副
部
会
長

波
塚

浩
司

(
愛
川
町
生
涯
学
習
課

主
幹
兼
社
会

教
育
主
事)

広
報
部
会
長

植
松

賢
也

(
座
間
市
東
地
区
文
化
セ
ン
タ
ー

館
長)

副
部
会
長

村
運

正
弘

(
大
和
市
つ
き
み
野
学
習
セ
ン
タ
ー

館
長)

公
民
館

経
営
部
会
長

三

浦

正

博

(
茅
ケ
崎
市
立
香
川
公
民
館
館
長)

副
部
会
長

北
村

茂

(
寒
川
町
公
民
館
館
長)

研
修
部
会
長

森
永

健
太

(
横
須
賀
市
市
民
生
活
課
主
任)

副
部
会

長

瀬
尾

哲
也

(
伊
勢
原
市
社
会
教
育
課
主
査)

大
会
部
会
長

高
橋

洋
一

(
秦
野
市
立
本
町
公
民
館
館
長)

副
部
会
長

宮
田

幸
紀

(
厚
木
市
立
厚
木
南
公
民
館
館
長)
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(6) 

「ペットボトルで万華鏡づく り」

~ 易近な も の を使 っ て おちち ゃ づ く り ~

茅ヶ崎市立小和田公民館

茅
ケ
崎
市
立
小
和
田
公
民
館
は 、

昭
和
五
十
五

年
に
茅
ケ
崎
の
公
民
館
第
一

号

と
し
て
開
館
し 、

今
年
で
三
十
周

年
を
迎
え
ま
す 。
「
茅
ケ
崎
市
に
公
民
館
を
!」

と
い
う 、
市
民
の
方
々
の
熱
い
想
い
と
運
動
に
よ
り
で
き
た
こ
の
公
民
館
は 、
茅
ケ

崎
市
の
東
南
部
に
位
置
す
る
閑
静
な
住
宅
街
の
中
に
あ
り
ま
す 。

放
課
後 、

公

民
館
に
は
た
く

さ
ん
の
子
ど
も

た
ち
が
や
っ
て

き
て 、

ロ
ビ
ー

で
遊
ん
で
い
ま

す 。

公
民
館
に

あ
る
オ
セ
ロ
や

将
棋
で
遊
ん
だ

り 、

お
絵
か
き

を
し
て
い
る
子

も
い

ま
す
が 、

や
は
り
目
立
つ

の
は
ゲ
l

ム
で

遊
ん
で
い
る
子

で
す 。ゲ

ー
ム
も
い

い
け
ど 、

身
近

な
も
の
で
も
結

構
遊
べ

る
よ 、

と
い
う
こ
と
を

伝
え
た
い 、

お

父
さ
ん
・

お
母

さ
ん
に
も
改
め

て
そ
の
こ
と
を

思
い
出
し
て
も

ら
い
た
い・

そ
ん
な
気
持
ち

か
ら 、
「
親
子
で
手
づ
く
り
お
も
ち
ゃ

『 。ヘ
ッ
ト

ボ
ト

ル
で
万
華
鏡
づ
く
り

』」

事
業
を
実
施
し
ま
し
た 。

材
料
は 、

せ
っ
か
く
な
の
で 、

合
わ

せ
て
リ
サ
イ
ク
ル
や
エ
コ
に
つ
い
て
考

え
ら
れ
る
も
の
に
し
た
い

。

指
導
し
て

下
さ
っ
た
星
野
美
津
子
さ
ん
は 、

牛
乳

パ
ッ
ク
や
空
き
缶
な
ど
を
素
材
に 、

た

く
さ
ん
の
可
愛
い
お
も
ち
ゃ
を
編
み
出

し
て
い
ま
す 。
そ
ん
な
中 、
今
回
は
ベ
ッ

ト
ボ
ト

ル
を
使
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た 。

親
も
子
も
一

つ
ず
つ
万
華
鏡
を
つ
く

る
こ
と
に
し 、

難
し
い
と
こ
ろ
は
保
護

者
の
方
が
手
伝
っ
て
あ
げ 、

協
力
し
な

が
ら
皆
さ
ん
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た 。

で
き
あ
が
り
を
比
べ

て
み
た

り
と 、

普
段
の
家
庭
で
の
遊
び
と
は
ま

た
違
う
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
も
ら
え
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

最
後
に 、

星
野
さ
ん
の 、
「
お
家
に

帰
っ
て 、

も
う
一

回
作
っ
て
み
て
下
さ

い
。

き
っ
と
今
度
は
も
っ
と
上
手
に
で

き
ま
す 。

そ
し
て 、

覚
え
た
ら 、

お
友

達
に
も
教
え
て
あ
げ
て
下
さ
い

。

宿
題

で
す」

と
い
う一
言
葉
に
み
ん
な
領
い
て

い
ま
し
た 。

そ
う
し
て 、

公
民
館
で
学

ん
だ
こ
と
が
子
ど
も
た
ち
自
身
の
手
で

広
が
っ
て
く
れ
る
と 、

と
て
も
嬉
し
く

思
い
ま
す 。

(
茅
ケ
崎
市
立
小
和
田
公
民
館

教
育
主
事

白
沢
礼
子)

社
会
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(7) 

よ
る
勉
強
会
や 、

全
日
本
写
真
連
盟
神

奈
川
県
本
部
副
委
員
長
の
長
沼
勝
講
師

の
指
導
の
元
で 、

和
気
あ
い
あ
い
と
し

た
雰
囲
気
の

中
で
「

公
民
館
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」

の
展
示
写
真
を
第
一

目
標

に
作
品
作
り
に
励
ん
で
い
ま
す 。

活
動

内
容
は
個
人
活
動
の
外
に
地
元
行
事
の

「
チ
ヤ
ツ
キ
ラ
コ
」

夏
の
「
海
南
神
社

例
大
祭」
や
市
の
イ
ベ
ン
ト

で
あ
る
「
三

浦
国
際
市
民
マ
ラ
ソ
ン
」

を
ス
タ
ー
ト

地
点
や
給
水
所
等
に
部
員
が
分
散
し 、

マ
ラ
ソ
ン
情
景
の
撮
影
協
力
を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
行
っ
て
い
ま
す 。

又 、

春
秋

に
は
パ
ス
を
仕
立
て
て
の
他
の
写
真
ク

ラ
ブ
と
の
合
同
撮
影
旅
行
を
行
う
等
写

真
仲
間
の
大
変
良
い
交
流
会
に
も
な
っ

て
い
ま
す 。

今
迄
の

活
動
の

成
果
は
「

公
民
館

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
・
「
う
ら
り」

で
の

写
真
展
や
過

年
度
は
隣
市
で
行
わ
れ
る

横
須
賀
写
真
連
盟
主
催
の
公
募
展
で
の

上
位
入
賞 、

他
の
写
真
ク
ラ
ブ
と
の
合

同
写
真
展
・

個
展
等
々

。

又 、

今
年
度

は
新
た
に
十
月
二
十
一

日
よ
り
開
催
の

「
三
浦
半
島
地
区
み
ん
な
の
写
真
展」

へ

の
参
加
に
向
け
て
鋭
意
取
組
中
で

す 。
(
伊
早
坂

修

二

平
成
十
五

年
に 、

公
民
館
で
生
涯
学

習
の
一

環
と
し
て
ハ
ー

モ
ニ
カ
初
級
講

座
が
行
わ
れ
ま
し
た 。

そ
こ
に
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
が
講
座

終
了
後 、
「
こ
の
ま
ま
解
散
す
る
の
も

寂
し
い
ね」

と
の
事
か
ら
同
好
会
へ

と

発
展
し 、

そ
の
後
〈
中
井
フ
レ
ン
ズ
・

ナ
ウ〉

と
サ
ー

ク
ル
名
を
改
名
し
現
在

に
い
た
っ
て
い
ま
す 。

講
座
に
先
た
ち 、

厚
木
在
住
の
大
矢

博
文
先
生
が
来
町
し 、

ハ
ー

モ
ニ
カ
の

演
奏
会
が
聞
か
れ
ま
し
た 。

ハ
ー

モ
ニ

カ
に
は
縁
の
な
か
っ
た
私
も
そ
の
音
色

に
魅
了
さ
れ
て
始
め
た
こ
と
を
思
い
出

し
ま
す 。

全
員
で
ハ
ー

モ
ニ
カ
を
購
入

「
中
井
フ
レ
ン
ズ
・

ナ
ウ」

中
井
町
井
ノ
口
公
民
館

し
て
の
本
当
の
初
心
者
の
講
座
の
始
ま

り
で
し
た 。

さ
ぞ
先
生
も
苦
労
さ
れ
た

も
の
と
思
い
ま
す 。

サ
ー

ク
ル
発
足
に
当
た
り 、

会
則
に

「
ハ

ー
モ
ニ
カ
を
通
じ
て
会
員
相
互
の

親
睦
と 、

他
サ
ー

ク
ル
と
の
交
流
も
深

め 、

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を
通
じ

て
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る」

旨
を
趣
旨
に
記
載
し
ま
し
た 。

今
は
多
く
の
サ
ー

ク
ル
仲
間
も
増
え

交
流
演
奏
会
を

年
一

回
開
催
し
て
い
ま

す 。

今
年
で

第
五

回
を
数
え 、

十
月

二
十
七
日
に
秦
野
市
文
化
会
館
小
ホ
ー

ル
で
の
演
奏
会
を
計
画
し 、

現
在
練
習

に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

病
院
や
介
護
施
設
等
で
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
演
奏
会
も 、

今
年
で
六
十
数
回

を
数
え 、

皆
さ
ん
と
一

緒
に 、

時
に
は

涙
し
・

笑
い

、

ま
た
逆
に
励
ま
さ
れ
た

り
と
発
足
時
の
趣
旨
を
遁
進
し
て
お
り

ま
す 。ま

た 、

毎
年
二
月
に
行
わ
れ
る
当
館

を
利
用
し
て
い
る
約
六
十
数
サ
ー

ク
ル

に
よ
る 、

公
民
館
祭
り
は
家
族
も
含
め

最
大
の
楽
し
み
に
も
な
っ
て
い
ま
す 。

(
代
表
幹
事

木
村
三
重)
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職
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(8) 

横
須
賀
市
立

浦
賀
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ

ー

主
任
指
導
員

加賀屋真澄さん

四
月
か
ら
新
規
採
用

と
な
り

、
浦
賀
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ

ー
職
員
と
し
て
の
勤

務
が
始

ま
り
ま
し
た

。

横
須
賀
市
で
は

、
二
年
前
か
ら
旧
公

民
館
と
旧

地
域
自
治
活
動

セ
ン
タ

ー
が
名

称
変
更
し

、
現
在
二

十一
館
の
施
設
が
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン
タ

ー
と
し
て
稼
働
し
て

い
ま
す

。

そ
の
よ

う
な
中
で
当

セ
ン
タ

ー
は

、
浦

賀
と
い
う
大
変
歴
史
深
い
町
に
立

地
し

、

郷
土
資
料

館
で
も

あ
る
分

館
を
持
つ

、
古

く
か
ら
地
域
の
方
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る

施
設
で
す。

就
任
当
初
は

、
何
も
分
か
ら
ず
緊
張
し

た
毎
日

で
し
た
が

、
温
か
く
迎
え
入

れ
て

く
れ
た
先
輩
職
員

と
、

明
る
く
溌
刺
と
し

た
笑
顔
で
気
さ
く

に
話
し
か
け

て
い
た
だ

い
た
利
用
者
の
方
々
の
お
か
げ

で、

自
然

に
打
ち
解
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。

ま
た

、
そ
う
し
た
利
用
者
の
方
々
の
表

情
や
「
生
の
声」

を
聞

き
、

こ
の
場
所
が

地
域
住
民
に
と
っ

て
生
き
が
い
で
あ
り

、

[平成22年度 |

公民館総合補償制
市町村の公民館および自治公民館、また社会教育法に定め5れた「公民館の目的Jに寄与するための施殴は、

指定管理者制度を導入された公民館もご加入いただけます。

1.行事傷害補償制度限叩醐出血m崎町一酬剛+見舞叩

を補償します. ⑩偏向

・急性疾病に死亡弔慰金、公民館の建物火災に見舞金を支給します.

ørm.急性疾病に入院見舞金を支給します.

を集様講民し賀 がさ事てしのつなでやきタテコと域だせにに まとで大りの人
必作々座へてT現いとにこ 、勉ぃ事の 、なlイミつ住きて参 、さしをあ切をっと
要時での回お 0 在をや 奥 の改強 業様他役のセュて民 、い加研 た学るな持な人
と 学 す 募覧り D、、 感 り戸仕めをて γ 館々割大ン ー のに地たさ修ら 。びこ場つがと
し て が集し 、 A さ じ

」 ー
ま ;宮 、やて 管Yセま

て民間fgE 7 主
相 れ ・ ま四い l
当たイす;十う 時

な期 ベ 三九広毎
エ問ン ヱ町報月
ネのトヱ内 誌 ー
ノレ 中 案 以 会を回
ギで内廿の発「は|編等 、住行浦

度

-バレーボール大会・!1M置が既倒して負傷.

富民主主尋問F缶詰Ii-'liJlIIhfi'lf.語圏t!lf:羽田

補償鏑園が広い! 一一一一一一ー
・日本圏内であれば. 行事由場所I�聞いません.

調度別ζ定める危険".・0忽ど"対."で菅.
・公民館が惨加者を事前に名簿で把撞している甥合l草、

往復途上も補償します.
・宣中湾や勲申症も禍慣します.
.宿泊をとも草う行事も対患です.

一一一一一一 豊田舎の割引あり!
・同一市町村内で10館以上まとめて加入する場古には.

銅壷の割引制置があDます.

一一一一一 対象者が広い! 一一一一一一
.親が惨加する行事に同伴した同居由来就学児も補償

します.
・行事修加者や公民館利用者の居住地l志聞いません.
・公民館が公寵するザーヲル活動の移加者も補慣します.
.有償練慣を問b�公民館市ランティアや踊師も

補償します.

2.賠償責任補償制度即時[間抑制 問附]

・ 公民館の施殴の欠陥や業務運営のミスにより第三者にケガを ⑧画面)
させたり、物を破損し、公民舗が法律上の賠償責任を負担し

‘ 
た場合に補償します.
i1)公民鎗が厳司町使胤またI:"�する財物への賠償.10などは".になりません.

一
割回一

リ
l

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク

に
端
を
発
す
る

店
直」

経
済
環
境
の
変
化
が

、
社
会
の
あ
り
方

一

BE一
に
も

大
き
く
影
響

を
し
て
い
る
昨
今

、

日川」
公
民
館
と
て
例
外
で
は

な
い
で
し
ょ

う。

一

匡時一

今
回
、

特
集
記
事
の

編
集
作
業
を
進

日日
め
て
い
く

中
で

、
そ

の
影
響
が
公
民
館

一

言閣一
に
も
及
び
つ
つ
あ
る
こ
と
に
担
当
者一

「川己
同
驚
き
を
隠

せ
ま
せ
ん

で
し
た。

-テントの5・0方tJ'・く凪で飛lifë!れ.行.

3.聴員災害補償制度叩抑棚町田間側聞+開制摘の腕醐・

・公民館業務に錦わる方の業務沖のケガを補償します. 唖亘望動
・病績や業務外のケガに死亡弔慰金、入院県舞金を支蛤します.

-・員が1IlI<I'に駒立か§転車臨して負傷」
とのご2肉は本制度の.，更を虫明したものです."しい肉.につ曾まして，>[平成22年度厳マニュアル公民舗飽合繍鏑..の手号)8Jをご覧〈ださい.

'Eた本絹庫金餓のお問い合わ<t.資制尉羽R・"ヱコー保険ザーピス.た"鍋保ジVパン.でお寄雀〈ださい.
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